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〈原著論文〉

GHQ/SCAPによる会社財務報告に関する

『英文フォーム（1946 or 1947）』の分析
――⑵ 他の「指示文書」との比較――

山 田 ひとみ

抄 録

GHQ/SCAP が日本の会社に対し英文財務諸表の提出を求める際に交付したと思われる「指示文

書」のうち，一番年代の古いと思われる『英文フォーム』（1946 or 1947）と，他の「指示文書」と

の比較分析を行なった。その結果，『英文フォーム』（1946 or 1947）は実際に交付されたと結論付け

ることができた。

キーワード；指示文書，経済科学局（ESS）財務諸表，連合国最高司令官総司令部

Ａ．はじめに

前稿
(ⅰ)
において『英文フォーム』（1946 or 1947）と ESS に提出された日本の会社の英文財務諸

表とを比較した結果，両者がほぼ同じ様式で作成されている事が判明し，『英文フォーム』（1946 or

1947）が実際に日本の会社に交付
(ⅱ)
された可能性を確認した。本稿では『英文フォーム』（1946 or

1947）と他の「指示文書」を比較し，『英文フォーム』（1946 or 1947）が実際に交付された可能性を

別の資料から裏付けることを試みる。本稿での比較対象の「指示文書」は，『工業会社及び商事会社

の財務諸表に関する指示書』（Jul. 1947）および『財務諸表作成に関する指示書』（11. Nov. 1947）と

する。

Ｂ．「指示文書」について

１．分析対象の「指示文書」

拙論「研究ノート（Mar, 2013）」
(ⅲ)
および前稿

(ⅳ)
での整理の結果，ESS「指示文書」すなわち

GHQ/SCAPの ESS が日本の制限会社に対し英文財務諸表の提出を求める際に交付した（あるいは，
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交付したと思われる）文書のうち，財務諸表の書式を付したものは，現在以下の７種の現存が確認

されている。

１．『英文フォーム』（1946 or 1947）

２．『工業会社及び商事会社の財務諸表に関する指示書』（Jul. 1947）

３．『財務諸表作成に関する指示書』（17. Nov. 1947）

４．『報告会社のための指示書』（1948）

５．『報告会社のための指示書』（1949）

６．『報告会社のための指示書』（1950）

７．『報告会社のための指示書』（1951）

このうち，本稿では１∼３の「指示文書」を対象とし，以下，次のように略記する。

１．『英文フォーム』（1946 or 1947） →「指示文書１」

２．『工業会社及び商事会社の財務諸表に関する指示書』（Jul. 1947） →「指示文書２」

３．『財務諸表作成に関する指示書』（11. Nov. 1947） →「指示文書３」

２．資料の特定

本稿で使用する「指示文書１∼３」は，すべてGHQ/SCAP文書の一部である。GHQ/SCAP文書

の原資料は米国国立公文書館（NARA）が所蔵しており，日本の国立国会図書館（NDL）の憲政資

料室にてマイクロ資料が一般公開されている
(ⅴ)
。各指示文書のNDL分類番号は次のとおり。

「指示文書１」…ESS(A)11671 D-13∼11672 A-10

「指示文書２」…ESS(A)11669 A-1∼11670 C-7

「指示文書３」…ESS(A)11670 C-8∼11671 D-12

３．文書の日本語訳

「指示文書２」と「指示文書３」は英文タイプに日本語訳が付されており，「指示文書１」は英文

タイプのみで日本語訳が付されていない。この日本語訳は当時一橋大学を定年退官されていた村瀬

玄氏によるものである
(ⅵ)
。

４．文書の構成

「指示文書１」は次の３つの資料から成る。

１．“Supplemental Data To Be Submitted With Financial Statements ESS/RS 259.04”

２．“Comparative Balance Sheet ESS/RS 257.04”

３．“Profit and Loss Statement ESS/RS 256.04”

なお，「指示文書１」を構成する上記資料［１］∼［３］のNDL分類番号は次のとおり。
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１．ESS(A)11671 D 13∼E 11

２．ESS(A)11671 E 12∼F 14，ESS(A)11672 A 1∼2

３．ESS(A)11672 A 3∼10

「指示文書２」

イ．37頁の “Instruction” と 23頁の “Exhibit” から成る計 60頁の文書である。“Exhibit” は A

∼Fと題されており，A∼F各１頁で計６頁である。

ロ．文書のヘッダーはない。

ハ．文書のヘッダーに日付もない。

ニ．全頁にわたり英文タイプに手書きの和文または和文タイプが併記されている
(ⅶ)
。

ホ．目次は付されていないが，おおよそ次のような構成となっている。

１．“Introductory Statement”

諸論 1-6頁

２．“Instructions with Respect to the Detail Balance Sheet (Exhibit C)”

詳細貸借対照表に関する説明（C表） 7-27頁

３．“Instructions with Respect to the Detail Profit and Loss Statement (Exhibit D)”

損益計算書に関する説明事項 27-32頁

４．“Instructions with Respect to the Surplus Reconcilement Statement (Exhibits E)”

剰余調整計算書に関する説明次項（別表E） 33-35頁

５．“Instruction with Respect to Plan for Disposition of Accumulated Undivided Profits

(Exhibits F)”

蓄積未処分利益処分案に関する説明次項（F表） 35-37頁

６．Exhibit A SUMMARY BALANCE SHEET

A表 総合貸借対照表 38頁

７．Exhibit B SUMMARY PROFIT AND LOSS STATEMENT

B表 総合損益計算書 39頁

８．Exhibit C BALANCE SHEET

C表 貸借対照表 40-50頁

９．Exhibit D PROFIT AND LOSS STATEMENT

D表 損益計算書 51-57頁

10．Exhibit E SURPLUS RECONCLIMENT STATEMENT

E表 剰余金調整計算書 58-59頁

11．Exhibit F PLAN FOR DISPOSITION OF ACCUMULATED UNDIVIDED PROFIT

F表 蓄積未処分利益処分案 60頁
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「指示文書３」

イ．45頁の “Instruction” と６頁の “Exhibit” から成る計 51頁の文書である。“Exhibit” は A

∼Eと題されており，A∼E各１頁（Dのみ２頁）で計６頁である。

ロ．文書のヘッダーに “ECONOMIC AND SCIENTIFIC SECTION RESEARCH AND STA-

TISTICS DIVISION” との表記がある。

ハ．文書のヘッダーに日付（17, November, 1947）がタイプされている。

ニ．全頁にわたり英文タイプに手書きの和文が併記されている。

ホ．目次は付されていないが，おおよそ次のような構成となっている
(①)
。

１．“General Explanation”

概説 1-3頁

２．“Instructions with Respect to the Balance Sheet (Exhibits A and B)”

貸借対照表に関する説明事項 3-30頁

３．“Instructions with Respect to the Profit and Loss Statement (Exhibits C)”

損益計算書に関する説明事項 30-41頁

４．“Instructions with Respect to the Surplus Reconcilement Statement (Exhibits D)”

剰余調整報告（別表D号）に対する指示 41-43頁

５．“Instructions with Respect to Plan for Disposition of Accumulated Undivided Profit

(Exhibits E)”

蓄積未処分利益処分案に関する指示 43-45頁

６．Exhibit A COMPARATUVE BALANCE SHEET

別表A 比較貸借対照表 46頁

７．Exhibit B COMPARATUVE BALANCE SHEET

別表 B 比較貸借対照表 47頁

８．Exhibit C PROFIT AND LOSS STATEMENT

別表C 損益計算書 48頁

９．Exhibit D SURPLUS RECONCLIMENT STATEMENT

別表D 剰余金調整報告 49-50頁

10．Exhibit E PLAN FOR DISPOSITION OF ACCUMULATED UNDIVIDED PROFIT

別表E 蓄積未処分利益処分案 51頁

Ｃ．各「指示文書」における貸借対照表

各「指示文書」における財務諸表の様式を比較するため，財務諸表のうち，貸借対照表と損益計
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算書に焦点を当てて比較をする。

５．総合貸借対照表と総合損益計算書

「指示文書２」には，「指示文書１」「指示文書３」には無い総合貸借対照表すなわち“A表”と，

総合損益計算書すなわち“B表”が存在する。

６．比較貸借対照表と損益計算書

「指示文書１」と「指示文書３」には，非常に形式の似た比較貸借対照表（図１参照）と損益計算

書（図２参照）の様式が付されている。「指示書２」の“C表”は詳細貸借対照表だが，報告式で詳

細科目が羅列されているのみで，図１で例示するような比較貸借対照表の形式にはなっていない。

また，「指示書２」の“D表”も詳細損益計算書だが，報告式で詳細科目が羅列されているのみで，

図２で例示するような損益計算書の形式にはなっていない。「指示文書１」と「指示文書３」の比較

貸借対照表と損益計算書の概要は次のとおり。

6-2．「指示文書１」の比較貸借対照表すなわち “Comparative Balance Sheet ESS/RS 257.04” の概要

⑴ 10頁から成る比較貸借対照表である。

⑵ ２頁以降には文書番号 “ESS/RS 257.04” が付されている。

⑶ ２頁以降には頁番号が付されている（例えば２頁目は page 2 of 10）。

⑷ １頁目のヘッダーには会社の名前（ローマ字，英訳の両方）と，比較する決算期２期の日

付を記入する欄が設けられている。

⑸ 各決算期それぞれに旧勘定，新勘定，合計欄が設けられている。

⑹ 各決算期の記入欄の両脇，左側に “Leave this column blank” 欄があり，右側に “Increase

or Decrease (Total)” 欄が設けられている。

⑺ １頁目のヘッダーおよびフォームのみを抜粋したのが図１である。

6-3．「指示文書１」の損益計算書すなわち “Profit and Loss Statement ESS/RS 256.04”

⑴ ４頁から成る損益計算書である。

⑵ 全頁に文書番号 “ESS/RS 256.04” が付されている。

⑶ 全頁に頁番号が付されている（例えば１頁目は page 1 of 4）。

⑷ １頁目のヘッダーには会社の名前（ローマ字，英訳の両方）と，会計期間の日付を記入す

る欄が設けられている。

⑸ 左から “Item” 欄，“Leave blank” 欄，“Detail” 欄，“Total” 欄が設けられている。

⑹ “Detail” 欄は借方と貸方に分かれている。

GHQ/SCAPによる会社財務報告に関する『英文フォーム（1946 or 1947）』の分析
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⑺ １頁目のヘッダーおよびフォームのみを抜粋したものが図２である。

6-4．「指示文書３」の比較貸借対照表すなわち“別表A”の概要

⑴ １頁から成る比較貸借対照表の様式のサンプルである。「資産の部」と「負債及び純資産の

部」の２種類のサンプルが示されている。

⑵ ヘッダーには会社の名前（ローマ字，英訳の両方）と，比較する決算期２期の日付を記入

する欄が設けられている。

⑶ 各決算期それぞれに旧勘定，新勘定，合計欄が設けられている。

⑷ 各決算期の記入欄の両脇，左側に “Leave this column blank” 欄があり，右側に “Increase

or Decrease (Total)” 欄が設けられている。

⑸ フッターに「特別経理会社は新旧勘定併合迄此の書式を利用の事」と書かれている。（なお，

別表 Bのフッターには「非特別経理会社は此の書式を利用の事」と書かれている。）

⑺ ヘッダー，フォームならびにフッターは図３のとおり。

聖学院大学論叢 第 26 巻 第２号 2014年
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図１：「指示文書１」における比較貸借対照表の様式（一部抜粋）

図２：「指示文書１」における損益計算書の様式（一部抜粋）



6-5．「指示文書３」の損益計算書すなわち“別表D”の概要

⑴ １頁から成る損益計算書の様式のサンプルである。

⑵ ヘッダーには会社の名前（ローマ字，英訳の両方）と，会計期間の日付を記入する欄が設

けられている。

⑶ 左から “Item” 欄，“Leave blank” 欄，“Detail” 欄，“Total” 欄が設けられている。

⑷ “Detail” 欄は借方と貸方に分かれている。

⑸ ヘッダーおよびフォームは図４のとおり。

以上，比較貸借対照表と損益計算書の様式について，「指示文書１」と「指示文書３」を比較した

結果，両者は明らかに同じ様式を採用していることが判明した。従って，「指示文書３」の様式は「指

示文書１」を基に作成されたものである可能性が高いといえる。
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図３：「指示文書３」における比較貸借対照表の様式



Ｄ．貸借対照表の勘定科目

各「指示文書」における財務諸表の内容を比較するため，財務諸表のうち，貸借対照表の勘定科

目を比較する。貸借対照表の詳細な勘定科目は，「指示文書１」では “Comparative Balance Sheet

ESS/RS 257.04” の表中において，「指示文書２」では“C表”において，「指示文書３」では“貸借

対照表に関する説明事項（7-16頁）”中において勘定科目が列記されている。このうち，「指示文書

３」における「資産の部」の勘定科目の一覧を図５，「負債及び正味資産の部」を図６で示す。

以下，図５＆６で列記されている「指示文書３」の勘定科目一覧の符号順に，「指示文書１∼３」

の比較を行なう。

Ⅰ．国内流動資産

［１］∼［17］，全ての項目が「指示書１∼３」で共通である。

Ⅱ．国内投資

［１］∼［10］のうち，［３］［４］［６］［７］以外は「指示書１∼３」で共通である。［３］は国

内会社株式（Shares in Japanese Companies），［４］は同業組合及ビ協同組合ニ対スル投資

（Investment in Trade Association and Cooperatives），［６］は委託金（Money in Trust），［７］

は社債（Mortgages and Debentures）。

Ⅲ．国内固定資産

［１］∼［15］，全ての項目が「指示書１∼３」で共通である。

Ⅳ．繰延費用並ニ前払諸費用

［１］∼［11］のうち，［６］［７］以外は「指示書１∼３」で共通である。［６］は前払保険料（Prepaid

Rent），［７］は前払利息（Prepaid Insurance Premiums）。
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図４：「指示文書１」における損益計算書の様式
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Ⅴ．無体資産

［１］∼［７］，全ての項目が「指示書１∼３」で共通である。

Ⅵ．在外資産

［１］∼［９］，全ての項目が「指示書１∼３」で共通である。

Ⅶ．其他ノ資産

［１］∼［10］，全ての項目が「指示書１∼３」で共通である。

Ⅷ．国内流動負債

［１］∼［21］のうち，［６］以外は「指示書１∼３」で共通である。［６］は積送委託品ニ対ス

ル前受金（Advances Received on Consignments ‒Out）。

Ⅸ．国内長期負債

［１］∼［９］のうち，［４］［５］［６］［７］以外は「指示書１∼３」で共通である。［４］は未

償還社債（Mortgages and Debentures Outstanding），［５］は役員ヨリノ長期借入金

（Long―Term Borrowings from Officers and Employees），［６］は旧勘定ヘノ支払勘定（Due

to Old Account），［７］は新勘定ヘノ支払勘定（Due to New Account）。

Ⅹ．繰延収入

［１］∼［７］のうち，［３］以外は「指示書１∼３」で共通である。［３］は前受サービス料

（Reserves for Officers' Retirement Allowance）。

Ⅺ．負債引当金

［１］∼［７］，全ての項目が「指示書１∼３」で共通である。

Ⅻ．其他ノ国内負債

［１］∼［４］，全ての項目が「指示書１∼３」で共通である。

ⅩⅢ．在外負債

［１］∼［３］，全ての項目が「指示書１∼３」で共通である。

ⅩⅣ．正味資産（自己資本）

［１］∼［４］のうち，［１］［３］以外は「指示書１∼３」で共通である。［１］は正味資産（自

己資本）のうち（Capital Stock Paid In :），⒜公称資本金（Capital Stock Authorized）。［３］は

蓄積未処分利益金（Accumulated Undivided Profits）。

比較対象たる全勘定科目（含，勘定科目記入欄のみの項目）134項目中，合計 14項目が相違して

いる。この 14項目は①「指示書１」と「指示文書２」および「指示文書３」との間における相違，

②「指示文書２」と「指示文書１」および「指示文書３」との間における相違，に大別される。

GHQ/SCAPによる会社財務報告に関する『英文フォーム（1946 or 1947）』の分析

― 221 ―



①が次の 10項目である。

Ⅱ-［３］国内会社株式

［４］同業組合及ビ協同組合ニ対スル投資

［６］委託金

Ⅳ-［６］前払保険料

［７］前払利息

Ⅷ-［６］積送委託品ニ対スル前受金

Ⅸ-［４］未償還社債

Ⅹ-［３］前受サービス料

ⅩⅣ-［１］公称資本金

［３］蓄積未処分利益金

②が次の４項目である。

Ⅱ-［７］社債

Ⅸ-［５］役員ヨリノ長期借入金

［６］旧勘定ヘノ支払勘定（Due to Old Account）。

［７］新勘定ヘノ支払勘定

以上，貸借対照表の勘定科目名について，「指示文書１」と「指示文書２」ならびに「指示文書３」

を比較した結果，３者は 134項目中，120項目につき，全く同じ勘定科目名を採用していることが判

明した。従って，まず「指示文書１」が作成され，次いで「指示文書２」，その後「指示文書３」の

順で作成されたのであるが，「指示文書２」および「指示文書３」の作成の際，勘定科目は「指示文

書１」における勘定科目が殆どそのまま，使用されたといえよう。他の相違している 14項目につい

ては，「指示文書１」から「指示文書２」および「指示文書３」へ移行する際に，なぜ変更がなされ

たのかについての分析は，今後の課題としたい。

以上，本稿の［B］から［D］までを一覧にしたのが図 7-1，7-2 である。
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16
68
-1
16
72

E
S
S
(A
)1
16
68
-1
16
72

E
S
S
(B
)1
43
90

E
S
S
(A
)1
16
68
-1
16
72

２

文
書
名

（「
指
示
文
書
１
」
は
筆
者
に

よ
る
呼
称
）

『
英
文
フ
ォ
ー
ム
（
19
46
or

19
47
）』

『
“I
n
st
ru
ct
io
n
s
fo
r
p
re
p
a
ra
ti
o
n
o
f
F
in
a
n
ci
a
l

S
ta
te
m
en
ts
o
f
M
a
n
u
fa
ct
u
ri
n
g
a
n
d
T
ra
d
in
g

C
o
m
p
a
n
ie
s”
(工
業
会
社
及
商
事
会
社
ノ
財
務

諸
表
作
成
ニ
関
ス
ル
指
示
書
)』

『
“I
n
st
ru
ct
io
n
s
fo
r
th
e
P
re
p
a
ra
ti
o
n
o
f
F
in
a
n
-

ci
a
l
S
ta
te
m
en
ts
”
(財
務
諸
表
作
成
ニ
関
ス
ル
指

示
書
)』

３
日
本
語
訳
の
有
無

無
有

有

４

文
書
の
構
成

（
目
次
は
「
指
示
書
２
お
よ

び
３
」
原
文
の
日
本
語
訳
よ

り
使
用
）

３
部
構
成

a：
E
S
S
/R
S
25
9.
04

“S
u
p
p
le
m
en
ta
l
D
a
ta

T
o
B
e
S
u
b
m
it
te
d
W
it
h

F
in
a
n
ci
a
l
S
ta
te
m
en
ts
”

b
：
E
S
S
/R
S
25
7.
04

“C
o
m
p
a
ra
ti
v
e
B
a
la
n
ce
S
h
ee
t”

c：
E
S
S
/R
S
25
6.
04

“P
ro
fi
t
a
n
d
L
o
ss
S
ta
te
m
en
t”

１
部
構
成

目
次

１
：
結
論
1-
6頁

２
：
詳
細
貸
借
対
照
表
ニ
関
ス
ル
説
明
（
C
表
）

7-
27
頁

３
：
詳
細
損
益
計
算
書
ニ
関
ス
ル
説
明
（
D
表
）

27
-3
2頁

４
：
剰
余
調
整
計
算
書
ニ
関
ス
ル
説
明
（
E
表
）

28
-3
5頁

５
：
蓄
積
未
処
分
利
益
処
分
案
ニ
関
ス
ル
説
明
事

項
（
F
表
）
35
-3
7頁

６
：
A
表
総
合
貸
借
対
照
表

７
：
B
表
総
合
損
益
計
算
書

８
：
C
表
貸
借
対
照
表

９
：
D
表
損
益
計
算
書

10
：
E
表
剰
余
金
調
整
計
算
書

11
：
F
表
蓄
積
未
処
分
利
益
処
分
案

１
部
構
成

目
次

１
：
概
説
1-
3頁

２
：
貸
借
対
照
表
に
関
す
る
説
明
事
項
（
E
x
-

h
ib
it
A
an
d
B
）
3-
30
頁

３
：
損
益
計
算
書
に
関
す
る
説
明
事
項
（
明
細
書

C
）
30
-4
1頁

４
：
剰
余
調
整
報
告
（
別
表
D
号
）
に
対
す
る
指

示
41
-4
3頁

５
：
蓄
積
未
処
分
利
益
処
分
案
に
関
す
る
指
示

43
-4
5頁

６
：
別
表
A
比
較
貸
借
対
照
表

７
：
別
表
B
比
較
貸
借
対
照
表

８
：
別
表
C
損
益
計
算
書

９
：
別
表
D
剰
余
金
調
整
報
告

10
：
別
表
E
蓄
積
未
処
分
利
益
処
分
案

５
財
務
諸

表
の
様

式
の
有

無

総
合
貸
借
対
照
表

無
有

無

６
比
較
貸
借
対
照
表

有
無

有
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図
7-
2：
本
稿
［
B
］∼
［
D
］
一
覧
表
（
p
a
rt
2/
2）

N
o.

比
較
項
目

「
指
示
書
１
」

「
指
示
書
２
」

「
指
示
書
３
」

７

勘
定
科
目
の
相

違
点

（
Ⅰ
∼
Ⅹ
Ⅳ
の

科
目
名
日
本
語

表
記
は
「
指
示

書
３
」
原
文
の

日
本
語
訳
よ
り

使
用
）

Ⅰ
．
国
内
流
動
資
産

共
通

8-
1

Ⅱ
．
国
内
投
資

３
．
S
h
ar
es
in
Ja
p
an
es
e
C
om
p
an
ie
s

※
１

共
通

8-
2

４
．
In
v
e
st
m
e
n
t
in
T
ra
d
e
A
ss
o
c
ia
ti
o
n
a
n
d

C
oo
p
er
at
iv
es

※
１

共
通

8-
3

６
．
M
on
ey
in
T
ru
st

共
通

8-
4

７
．
M
or
tg
ag
es
an
d
D
eb
en
tu
re
s

「
指
示
書
３
」
と
共
通

※
２

「
指
示
書
１
」
と
共
通

９
Ⅲ
．
国
内
固
定
資
産

共
通

10
-1

Ⅳ
．
繰
延
費
用
並
ニ
前

払
諸
費
用

６
．
P
re
p
ai
d
R
en
t

※
３

共
通

10
-2

７
．
P
re
p
ai
d
In
su
ra
n
ce
P
re
m
iu
m
s

※
３

共
通

11
Ⅴ
．
無
体
資
産

共
通

12
Ⅵ
．
在
外
資
産

共
通

13
Ⅶ
．
其
他
ノ
資
産

共
通

14
Ⅷ
．
国
内
流
動
負
債

６
．
A
d
v
an
ce
s
R
ec
ei
v
ed
on
C
on
si
g
n
m
en
ts
-O
u
t

※
３

共
通

15
-1

Ⅸ
．
国
内
長
期
負
債

４
．
M
or
tg
ag
es
an
d
D
eb
en
tu
re
s
O
u
ts
ta
n
d
in
g

※
３

共
通

15
-2

５
．
L
o
n
g
―
T
e
rm
B
o
rr
o
w
in
g
s
fr
o
m
O
ff
ic
e
rs

an
d
E
m
p
lo
y
ee
s

６
．
D
u
e
to
O
ld
A
cc
ou
n
t

７
．
D
u
e
to
N
ew
A
cc
ou
n
t

「
指
示
書
３
」
と
共
通

※
４

「
指
示
書
１
」
と
共
通

16
Ⅹ
．
繰
延
収
入

３
．
R
e
se
rv
e
s
fo
r
O
ff
ic
e
rs
’
R
e
ti
re
m
e
n
t
A
ll
o
-

w
an
ce

※
３

共
通

17
Ⅺ
．
負
債
引
当
金

共
通

18
Ⅻ
．
其
他
ノ
国
内
負
債

共
通

19
Ⅹ
Ⅲ
．
在
外
負
債

共
通

20
-1

Ⅹ
Ⅳ
．
正
味
資
産

（
自
己
資
本
）

１
．
C
ap
it
al
S
to
ck
P
ai
d
In
:

⒜
C
ap
it
al
S
to
ck
A
u
th
or
iz
ed
:

※
５

共
通

20
-2

３
．
A
cc
u
m
u
la
te
d
U
n
d
iv
id
ed
P
ro
fi
ts

※
５

共
通

※
１
「
指
示
書
１
」
で
は
，
Ⅱ
-4
は
Ⅱ
-3
に
内
包
。

※
２
「
指
示
書
２
」
で
は
，
特
別
経
理
会
社
お
よ
び
非
特
別
経
理
会
社
に
関
す
る
科
目
な
し
。

※
３
「
指
示
書
１
」
で
は
，
不
存
在
。

※
４
「
指
示
書
２
」
で
は
，
新
勘
定
お
よ
び
旧
勘
定
に
関
す
る
科
目
な
し
。

※
５
「
指
示
書
１
」
で
は
，
詳
細
な
解
説
付
。



Ｅ．むすびにかえて

本稿では『英文フォーム』（1946 or 1947）が実際に交付された可能性を資料的に裏付ける目的で，

『英文フォーム』（1946 or 1947）と他の「指示文書」とを比較した。『英文フォーム』（1946 or 1947）

を「指示文書１」，『工業会社及び商事会社の財務諸表に関する指示書』（Jul. 1947）を「指示文書２」，

『財務諸表作成に関する指示書』（11. Nov. 1947）を「指示文書３」とし，各指示文書中で示されて

いる様式と，貸借対照表の勘定科目名について比較を行なった結果，様式については，「指示文書１」

と「指示文書３」は明らかに同じ様式を採用していることが判明した。一方，勘定科目については，

「指示文書１」と「指示文書２」ならびに「指示文書３」は，134項目中，120項目につき，全く同

じ勘定科目名を採用していることが判明した。これを前提とすれば，「指示文書１」は，他の資料か

ら実際に交付されたことが確認済の「指示文書２」および「指示文書３」の基礎となった資料であ

るといえ，「指示文書３」の “General Information” 中，次の記述が示す “ESS/RS 257.04” および

“ESS/RS 256.04” とは，「指示文書１」のことであるといえよう。

「Some time ago, the Research and Statistics Division, Economic and Scientific Section (ESS/RS),

Supreme Commander for the Allied Powers (SCAP), issued standard forms of financial statements

(Balance Sheet, Form ESS/RS 257.04 , and Profit and Loss Statement, Form ESS/RS 256.04) with

a comprehensive memorandum of instructions as to how these statements should be prepared. It has

now become necessary to replenish the supply of these forms and instructions, and it was decided to

take advantage of this opportunity to make minor revisions in the forms and instructions and

particularly in the manner in which they are presented and explained. (■
(ⅷ)
ニ連合軍司令部

（SCAP）経済科学局調査部統計課（ESS/RS）ガ標準型財政報告（257.04 号貸借対照表雛形及ビ

ESS/RS 256.04 号損益計算書雛形）ヲ交付 如何ニ之等の書類ガ作成サレレバ良いイカト云フコト

ヲ指示シタ広潤
(ⅸ)
ナル覚書ヲ附シタ 今ヤ之等ノ雛形及ビ指示書ノ補添ヲ行フ必要ヲ生ジタノデ

コノ機会ニソノ雛形及ビ指示書 特にソレガ呈示サレ説明サレテイル方法ニツイテ少シク校正ヲ加

ヘルコトニ決シタノデアル)」
(ⅹ)

従って，「指示文書１」は実際に交付された文書であると結論付けることができる。今後，「指示

文書１」における勘定科目のうち，「指示文書２」および「指示文書３」へ移行する際に変更がなさ

れた 14項目についての分析を継続することにより，「指示文書１」にどのような調整が加えられた

のかについて明らかにしていきたい。

注

P 引用文献⑶，山田ひとみ（Oct, 2013）。

Q 引用文献⑴，山田ひとみ（2012），⑴参照。
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R 引用文献⑵，山田ひとみ（Mar, 2013）。

S 引用文献⑶，山田ひとみ（Oct, 2013）。

T 引用文献⑴，山田ひとみ（2012），注⑷参照。

U 引用文献⑵，山田ひとみ（Mar, 2013），［Ⅲ̶B̶ロ，「指示書」作成における村瀬玄氏の役割］参

照。

V 和文部分は，手書きのものとタイプのもの，２種類現存する。NDL分類 ESS(A)xxxxxについて

は英文タイプに和文タイプ，ESS(A)xxxxxxxについては，英文タイプに手書きの和文である。

W 判読不明

X 広潤…英文では comprehensiveとあるので，「広範」といった意味であると思われる。

Y 引用文献⑷

引用文献

⑴ 山田ひとみ「GHQ/SCAP による会社財務報告に関する「指示書」の時系列整理」『聖学院大学論

叢』第 25巻，第１号，2012（平成 24）年 10 月。山田ひとみ（2012）として表記。

⑵ 山田ひとみ「制限会社に対する占領初期におけるESS「指示文書」の分析―『1946 年英文フォー

ム』の資料的位置付けを中心に―」『聖学院大学論叢』第 25巻，第２号，2013（平成 25）年３月。

山田ひとみ（Mar, 2013）として表記。

⑶ 山田ひとみ「GHQ/SCAPによる会社財務報告に関する『英文フォーム（1946 or 1947）』の分析―

⑴鐘淵紡績株式会社の英文財務諸表との比較―」『聖学院大学論叢』第 26巻，第１号，2013（平成

25）年 10 月。山田ひとみ（Oct, 2013）として表記。

⑷ GHQ/SCAP, Instruction for preparation of Financial Statements of Manufacturing & Trading

Companies (Kogyo―Gaisha Oyobi Shoji―Gaisya No Zaimu Shohyo Sakusei Ni Kansuru Shijisho). ,

GHQ/SCAP Records (RG 331, National Archives and Records Service), (Compiled by National

Diet Library).
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Analysis of the “The English Form” (1946 or 1947) in Company

Financial Reports Submitted to the GHQ/SCAP :
(2) Comparison with other “Instructional Documentation”

Hitomi YAMADA

Abstract

Japanese Occupation GHQ/SCAP English financial statements were analyzed by the author of

this article, of which “The English Form” (1946 or 1947) is considered to be the oldest of the

original documents, and compared it with other “instructional documentation”. The conclusion is

that “the English form” (1946 or 1947) is an authentic document of the time that was actually

issued.

Key words; Instructional documentation, Economic and Scientific Section (ESS) Financial State-

ments GHQ/SCAP
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